
病院・千鳥地区地区計画 新旧対照表 

【新・変更案】 
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【旧・現行】 

 

名    称   病院・千鳥地区地区計画 

位    置   古賀市千鳥３丁目、久保字千鳥の各一部 

面    積   約１１．５ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、古賀駅から約１．７ｋｍ、千鳥駅から約０．９ｋｍという地

点に位置し、既存宅地制度などを活用し形成された地区であり、現在、比

較的良好な住宅市街地を形成している。 

そこで、本計画では、地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関する

ルールを定め、現在の良好な住環境の維持・増進を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

 本地区は、既に形成されている低層住宅市街地の均衡ある土地利用を基

本としつつ、公共施設が立地されている地区を区分し、良好な住環境の維

持・増進を図る。 

１ A地区：戸建住宅が立地する良好な低層住宅地の街並み形成を図る。 

２ B地区：学校施設、福祉施設等の中層建築物の街並み形成を図る 

建築物等の整備方針 

 良好な低層住宅地の環境を形成するとともに、周辺と調和した中層建築

物の環境を形成するため、建築物等の用途、容積率、建ぺい率、高さの限

度、敷地面積の最低限度を行い、隣接する地域と調和する環境の形成を図

る。 

地

区

整

備

計

画 

地区

の 

区分 

地区の名称 A地区 B地区 

地区の面積 約２．８ｈａ 約８．７ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用

途の制限 

この地区内に建築できる建築物は、

建築基準法（昭和２５年法律２０１

号（以下、この表において「法」と

いう））別表第２（い）項に掲げる建

築物。 

この地区内に建築できる建築物は、

法別表第２（は）項に掲げる建築物。 

容積率の最高

限度 
１０分の８ １０分の２０ 

建ぺい率の最

高限度 
１０分の５ １０分の６ 

敷地面積の最

低限度 
１６５㎡ ― 

建築物等の高

さの最高限度 
１０ｍ ― 
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